
(2) 利用者の視点に立った生活交通ネットワークの形成

(3) 交通結節点の強化による交通ネットワークの機能向上

(4) 持続可能な地域交通の確保・維持に向けた利用促進策の実施

(5) 地域の活性化を支えるモビリティの確保

(6) 計画目標を達成するための進行管理・評価体制の強化

路線バス利用状況、高齢者移動支援状況、現状と課題

課題の整理
交 通 体 系 全 体

交通結節点・停留所

広 域 移 動

持 続 性 ・ 生 産 性

地 域 内 移 動

地 域 活 性 化

公 共 交 通 の 現 況

上位・
関連計画

　群馬県交通まちづくり戦略

　館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針

　各市町総合計画、立地適正化計画及び都市計画マスタープラン

ニーズ・移動特性の把握

住民アンケート調査 地 域 懇 談 会 群馬県パーソントリップ調査

幹線（広域路線）は「館
林都市圏広域立地適正化
に関する基本方針」に位
置づけられた各市町の拠
点間を連絡するよう配
置。

市町内においては上述の
幹線と結節し、生活交通
に主眼を置いた支線とし
て、地域内を巡回するコ
ミュニティバス、区域型
デマンド交通の導入やタ
クシー等の効果的な活用
により、生活交通ネット
ワークの形成を推進。

再編方針・将来像 館 林 駅 を 中 心 に 放 射 状 に 配 置 さ れ た 一 極 集 中 型 の バ ス 網

「 幹 線 ・ 支 線 型 バ ス 網 」 へ の 再 編 に よ る 効 率 化

【第３章】 基 本 理 念 と 基 本 方 針

基 本 理 念
地 域 と と も に デ ザ イ ン し 、 暮 ら し に 寄 り 添 う 地 域 交 通

誰 も が 移 動 し や す く 、 活 力 に あ ふ れ る 館 林 都 市 圏

基 本 方 針
(1) 利便性の高い広域交通ネットワークの形成

　・館林都市圏（館林市、板倉・明和・千代田・邑楽町）において望ましい地域旅客サービスの
　　姿を明らかにし、暮らしを支える移動の確保を推進することを目的に策定。

計 画 期 間 　令和３年度から７年度までの５年間

【第２章】 都 市 圏 の 現 状 分 析 と 公 共 交 通 の 課 題

地 域 特 性 の 把 握

館 林 都 市 圏 地 域 公 共 交 通 計 画  【概要】
館林市外四町地域公共交通会議（館林市、板倉町、明和町、千代田町、邑楽町）

【第１章】 は じ め に

背 景 ・ 趣 旨 　・令和2年11月施行「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の一部改正において、
　　地域公共交通計画の作成や実施が努力義務として定められた。

生活関連施設の配置状況および自動車保有状況

市町連絡の幹線（広域路線） 市 町 内 巡 回 の 支 線



利便性の高い広域交通ネットワークの形成

計画目標１ 鉄道サービス水準の確保・維持に向けた協力体制の構築

都市圏内外の広域移動の確保 高速バスサービス水準の確保・維持に向けた協力体制の構築

計画目標２

都市圏内の地域間移動の確保

利用者の視点に立った生活交通ネットワークの形成

計画目標３ コミュニティバスの路線再編の推進

地域に適した公共交通サービス の提供 路線バスと連携したデマンド型交通の導入

タクシーの効果的な活用の推進

計画目標４ 福祉有償運送との協力体制の構築

地域の移動資源の活用 スクールバスや企業送迎バス等との協力体制の構築

地域の移動支援事業との協力体制の構築

交通結節点の強化による交通ネットワークの機能向上

計画目標５

計画目標６ バス待ち協力施設事業の推進

バス停の乗り継ぎ・待合環境の向上 バス停の環境整備の推進

計画目標７

地域の施設等を活用した交通モード間

の結節点機能の確保

持続可能な地域交通の確保・維持に向けた利用促進策の実施

計画目標８

住民の意識醸成の場や機会の創出

計画目標９ 分かりやすい公共交通情報提供とその利用環境整備の推進

広報・周知活動やＩＣＴの活用等に

よる情報提供の場の創出

計画目標10 愛称、マスコットやラッピング等による楽しさ創出

自治会、企業・団体、商店街等との連携及び住民協働の推進

地域の活性化を支えるモビリティの確保

計画目標11

計画目標12

計画目標13

観光地への移動手段の確保

計画目標を達成するための進行管理・評価体制の強化

計画目標14

法定協議会のガバナンス強化

館林市外四町地域公共交通会議（法定協議会）によるＰＤＣＡサイクル推進

都市圏全体の公共交通利用者数

広域路線バスの利用者数

邑楽町 町内路線収支率

本中野駅及び篠塚駅利用者数

路線バス利用者意識調査 定期実施

％

人／日

％

地域

千代田町

指標

町内路線利用者数

館林市

板倉町

明和町

人／年

人／年

市内路線収支率

町内路線利用者数

公共交通の充実について満足している人の割合

町内デマンド利用者数

広域路線バス収支率

広域路線バス利用者１人当たり公的資金投入額

公共交通に対する住民満足度

市内路線利用者数 人／年

％

人／年

％

人／年

町内デマンド収支率

町内路線利用者数

20

1,210

-

-

1,176

11

9,800

24

1,800

-

250

18,000

14

-

20

1,629

-

-

目標値(R7年)現況値単位

人／年

人／年

％

円／人・年

５段階評価

-

377 270

3.00

-

249,703

46,000

2.64

26,675

295,850

220,000221,399

都市圏

協議会によるＰＤＣＡサイクルの推進

都市圏内広域路線バスの再編の推進

バスターミナルの整備、待合環境・情報提供の充実

事業7-1 既存施設を活用したパーク&ライド等の導入

事業9-2 ＩＣＴ活用の研究・検討

利用促進イベント等の実施

事業14-1

3225.4

事業4-3

事業5-1

事業6-1

事業6-2

事業8-1

事業2-1

事業11-1

住民に愛されるバスへの取り組みの推進

【第５章】 目 標 値 の 設 定 と 推 進 体 制

数 値 目 標 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の一部改正において、利用者数及び収支率等の定量
的な目標を定めることとされたことから、地域公共交通全体の数値目標（都市圏目標値、市町別目標
値）を設定

事業3-1

事業3-2

事業3-3

事業4-1

事業4-2

バスターミナルの乗り継ぎ・待合環境の向上

新しいモビリティの導入による活性化支援

自転車の多様な活用による観光の魅力向上

新しいモビリティ及び先進技術による地域の魅力創出

自転車を活用した二次交通サービスの推進

推 進 体 制

事　　業

事業1-1

事業1-2

基本方針６

事業12-1

事業13-1

基本方針５

基本方針４

基本方針３

基本方針２

基本方針１

基 本 方 針 、 計 画 目 標

周遊観光に対応した移動手段の研究・検討

事業9-1

事業10-1

事業10-2

【第４章】 計 画 目 標 と 事 業


